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尖
閣
諸
島
に
か
か
る
所
有
関
係
お
よ
び
米
軍
射
爆
撃
場
に
関
す
る
質
問
主
意
書

尖
閣
諸
島
が
沖
縄
県
石
垣
市
に
属
す
る
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
明
白
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

尖
閣
諸
島
の
島
ご
と
に
所
有
関
係
及
び
賃
貸
借
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
政
府
が
賃
借
し
て
い
る
島
が
あ
れ
ば
、
そ

の
賃
貸
借
契
約
の
始
期
、
賃
貸
借
の
目
的
を
示
さ
れ
た
い
。

二

尖
閣
諸
島
に
属
す
る
久
場
島
及
び
大
正
島
は
米
軍
提
供
施
設
・
区
域
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
五
月
十
五
日
の
日
米
合
同
委

員
会
に
お
い
て
、
米
軍
に
よ
る
使
用
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
も
米
軍
は
両
島
を
射
爆
撃
場
と

し
て
使
用
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

一
九
七
二
年
五
月
十
五
日
の
沖
縄
返
還
以
降
、
久
場
島
及
び
大
正
島
に
お
け
る
米
軍
に
よ
る
射
爆
撃
訓
練
が
実
施
さ
れ
た

年
月
日
と
年
ご
と
の
回
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

尖
閣
諸
島
は
沖
縄
県
石
垣
市
の
行
政
区
に
属
し
て
い
る
。
行
政
区
を
預
か
る
石
垣
市
や
沖
縄
県
が
久
場
島
及
び
大
正
島
に

お
け
る
実
地
調
査
を
行
う
場
合
、
施
設
・
区
域
の
管
理
者
た
る
米
軍
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
上
陸
は
可
能
か
政
府
の
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。

一



右
質
問
す
る
。

二


